
議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    

    

平成平成平成平成２９２９２９２９年度青森県後期高齢者医療広域連合年度青森県後期高齢者医療広域連合年度青森県後期高齢者医療広域連合年度青森県後期高齢者医療広域連合一般一般一般一般会計補正予算（第会計補正予算（第会計補正予算（第会計補正予算（第２２２２号）号）号）号）    

    

    

    平成平成平成平成２９２９２９２９年度青年度青年度青年度青森県後期高齢者医療広域連合の森県後期高齢者医療広域連合の森県後期高齢者医療広域連合の森県後期高齢者医療広域連合の一般一般一般一般会計補正予算（第会計補正予算（第会計補正予算（第会計補正予算（第２２２２号）は、次に定めるところによる。号）は、次に定めるところによる。号）は、次に定めるところによる。号）は、次に定めるところによる。    

    

    （歳入歳出予算の補正）（歳入歳出予算の補正）（歳入歳出予算の補正）（歳入歳出予算の補正）    

第１条第１条第１条第１条    歳入歳出予算の総額歳入歳出予算の総額歳入歳出予算の総額歳入歳出予算の総額からからからから歳入歳出それぞれ歳入歳出それぞれ歳入歳出それぞれ歳入歳出それぞれ１９，３１５１９，３１５１９，３１５１９，３１５千円を千円を千円を千円を減額減額減額減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ５０５，６８７５０５，６８７５０５，６８７５０５，６８７千円とする。千円とする。千円とする。千円とする。    

２２２２    歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表    

歳入歳出予算補正」による。歳入歳出予算補正」による。歳入歳出予算補正」による。歳入歳出予算補正」による。    

    

            平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月２１２１２１２１日提出日提出日提出日提出    

    

        青森県後期高齢者医療広域連合長青森県後期高齢者医療広域連合長青森県後期高齢者医療広域連合長青森県後期高齢者医療広域連合長        小野寺小野寺小野寺小野寺    晃晃晃晃    彦彦彦彦        

    



歳 入
第１表　歳入歳出予算補正

（単位　千円）

款 項 　 　 計 　 　補 正 額補 正 前 の 額

　１

　３

　５

分担金及び負担金

繰入金

諸収入

　１

　１

　１

　２

負担金

基金繰入金

預金利子

雑入

４８４，９３４

４８４，９３４

２３，６３８

２３，６３８

９２

５４

３８

５２５，００２

△１５，７３５

△１５，７３５

△３，６３８

△３，６３８

５８

９

４９

△１９，３１５

４６９，１９９

４６９，１９９

２０，０００

２０，０００

１５０

６３

８７

５０５，６８７歳 入 合 計



歳 出 （単位　千円）

款 項 　 　 計 　 　補 正 額補 正 前 の 額

　２ 総務費

　１総務管理費

５１３，８３５

５１３，７２２

５２５，００２

△１９，３１５

△１９，３１５

△１９，３１５

４９４，５２０

４９４，４０７

５０５，６８７歳 出 合 計


